
添付資料４ 

中国向け最終製品等の公的証明書発行フロー 

 

最終製品等 タイプⅠ 
厚生労働省のみで証明可能な最終製

品等 

 
最終製品等 タイプⅡ 

（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）

による証明確認の必要な原料を含む

最終製品等 
 
１． 医薬品又は医薬部外品に使用さ

れている牛・羊由来原料 
２． 牛・羊に由来しない原料 

 
のみから構成されている最終製品等 

  
３． 医薬品又は医薬部外品に使用さ

れていない牛・羊由来原料 
 
 
を含む最終製品等 
 

 
発行   申請 

上記３．の原料についてのみ、

NITE による証明確認（注）。 そ

の上で、輸出業者は厚生労働省

に申請 

厚 生 労 働 省 に よ る 証 明 書 発 行

農林水産省 動物検疫所 
（輸出検疫証明書発行） 

申請：輸出検査申請書、 
輸出検疫証明書 

中国へ輸出 
(輸出検疫証明書＋厚生労働省証明書） 

中国へ申請（衛生部） 
(厚生労働省証明書) 

厚生労働省申請 
（独立行政法人 医薬品医療機

器総合機構） 

(注) NITE による原料の証明確認は一度のみで可。 


